
旧陸海軍に関する人事資料を適切に整
備保管すること及び旧陸海軍に関する
恩給請求書を適切に進達すること

（施策番号Ⅶ－３－４）

添付資料

資料１－２



測定指標１：旧陸海軍人事関係等資料のデータベース化

１ 概要
厚生労働省では、旧陸海軍等が作成した人事関係資料などを保有しており、援護年金の支給や戦没者の

慰霊事業（遺骨収集、慰霊巡拝）などの援護関係業務のため、使用している。これらの資料については、経年
により劣化が進行し、かつ、損傷が激しいことから、資料のデータベース化を図る。

２ 資料の使用目的
（１）恩給請求、公的年金への通算等にかかる軍歴証明資料
（２）戦没者の死亡公報補完資料
（３）遺骨収集、慰霊巡拝等の各種慰霊事業実施にかかる基礎資料
（４）未帰還者等の調査、遺骨及び遺留品の調査等
（５）その他（叙位叙勲に係る履歴証明等）

３ 平成２３～２７年度の測定指標（目標）について
平成２３年度から戦後７０周年に当たる平成２７年度までに、５ヶ年計画で、約２，７００万件の旧陸海軍人

事関係等資料のデータベース化を行うこととし、２７年度に当該データベース化が完了。

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

６６８万件 １，１４４万件 １，９４７万件 ２，４１３万件 ２，７１１万件

【５ヶ年計画におけるデータベース件数（累計）】

４ 平成２８年度の測定指標（目標）について

上記５ヶ年計画中に資料を整理する中で、当初計画に含んでいなかった資料（約１００万件）についても整
理することができたため、平成２８年度は当該資料のデータベース化を目標とする。
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恩給の請求は、退職当時の本属庁（所属官庁）を経由して提出しなければならない。これは、本属庁
に履歴その他勤務に関する原本が備えられているためである。厚生労働省は、陸海軍省の残務（人事
記録）を継承した官庁として、軍人・軍属及びその遺族からの恩給請求について、請求者の退職当時の
本籍地を管轄する都道府県から恩給請求書類の送付を受け、必要な審査を行った後、裁定庁である総
務省に進達している。請求者は高齢化しており、迅速な対応が求められている。

事務の流れ
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恩給請求書類
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測定指標２：恩給進達事務

平成２７年度実績：１０４件

請求書類進達

恩給請求書類
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本

人

都 道 府 県 庁

社会・援護局
援護・業務課

【海軍関係担当】

【陸軍関係担当】

（注１）

本

人

年金
事務所

日本年金
機構
（注２）

日本年金
機構

陸軍軍人・軍属（高等文官・従軍文官、造兵廠等所属
の雇傭人・工員を除く）の場合（履歴申立書）

陸軍軍属（高等文官・従軍文官）及び
海軍軍人・軍属の場合（履歴申立書）

陸・海軍軍属（旧令共済組合員
期間）の厚生年金裁定の場合
（履歴申立書）

履歴証明依頼
履歴証明回答

厚生年金
裁定通知

履歴証明書交付

履歴証明書交付

（注１）所属に応じて都道府県庁へも証明依頼している

（注２）履歴証明書は日本年金機構から国家公務員共済組合連合会特定事業部旧令年金課あて送付され、旧令共済組合員期間証明を得ている。

旧陸海軍軍人・軍属の軍歴は、恩給及び各種共済組合の退職年金への通算対象となる。また、厚生年金保
険法、国民年金法の改正に伴う旧令共済組合員期間の通算、叙勲、被爆者健康手帳申請等の際に軍歴が必
要とされる。旧陸海軍の人事記録を引き継いだ厚生労働省及び各都道府県は、これら関係者からの請求に応
じ、軍歴証明書を発行し、交付している。請求者は高齢化しており、迅速な対応が求められている。

測定指標３：軍歴調査（証明）事務

事務の流れ 平成２７年度実績：５，５５６件
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測定指標４：抑留者関係資料の調査

１ 事業の概要及び経緯

（１）終戦間近の昭和２０年８月９日、ソ連が日ソ中立条約を破棄し参戦したことにより、戦後、旧満洲、樺太、千島から約５７万
５千人の軍人等はシベリア及びモンゴルに強制抑留され、各地の収容所において強制労働に従事させられたが、収容所に
連行される途中及び収容後の重労働や生活環境の不良、酷寒下の越冬等の悪条件により多数の死亡者を出した。

（２）平成３年に、日ソ間で「捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間
の協定」が締結され、約３万７千人分の抑留中死亡者名簿が引き渡された。その後も協定を継承したロシア連邦政府等から
数次にわたり死亡者名簿等が提供されている。

（抑留者数）

① 旧ソ連地域に抑留された者 約 ５７５，０００人

② 現在までに帰還した者 約 ４７３，０００人

③ 死亡と認められる者 約 ５５，０００人

④ 病弱のため入ソ後旧満州・北朝鮮に送られた者等 約 ４７，０００人

（３）当局においては、ロシア政府等より提供された名簿等と日本側資料との照合調査を行い、死亡者を特定した場合は、都
道府県の協力を得て遺族調査を実施し、提供された名簿等の記載内容を遺族にお知らせしている。

２ 平成２３～２７年度の測定指標（目標）について
平成２２年度末時点において、ソ連抑留中死亡者のうち、名簿の提供はあったが情報不足により特定できていない者が

約８千件あった。当該８千件の照合調査を平成２３～２７年度の間に実施することを目標とし、年１，６００件の照合調査を実施し
た。

３ 平成２８年度の測定指標（目標）について
平成２７年４月、ご遺族が高齢化している現状を踏まえると、問い合わせの契機となる情報はできる限り広く提供した方が良い
との判断から、これまでに取得した抑留者に関する保有資料の全てについて、資料の概要と主な記載内容等を厚生労働省ホー
ムページで追加公開し、さらに、これまでシベリア・モンゴル地域の抑留中死亡者の照合調査を優先してきたが、この他の地域
（興南、大連、元山、樺太等）における死亡者の照合調査も速やかに実施することとした。

平成２８年度は、平成２７年４月にホームページで追加公表した名簿形式資料約７，０００件について、日本側資料との照合調
査を実施することを新たな測定指標（目標）とする。
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21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

・従軍文官履歴（陸軍）
・船工員名簿（陸軍）
・ 船員本籍地名簿（陸軍）
 ・船舶行動表（陸軍）
・海軍軍属名簿（海軍）
・船舶行動表（海軍）

資料整備計画
3～6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 20年度14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

ソ連抑留中死亡者資料整備（3年度～）

5 ヵ 年 整 備 （ 14 ～ 18 年 度 ）
軍 人 功 績 調 査 票 （ 舞 鶴 鎮 守 府 ） 、 異 動 通 知

軍人軍属帰還者カード、海軍共済組合 脱退 一時 金カ ード
退 職 手 当 調 書 … 以 上 海 軍 関 係

引 揚 者 （ 乗 船 者 ） 名 簿 、 引 揚 者 在 外 事 実 調 査 票

整備計画（15年度～）
陸海軍関係諸規則

8ヵ年整備（16～23年度）
履歴原表（海軍）

入院患者名簿等（陸軍）

原本資料保存・管理環境整備

留 守 名 簿 （ 陸 軍 ）

海 軍 軍 属 名 簿

死亡者連名簿（陸･海軍）、功績調書（海軍）
除 隊 召 集 解 除 者 連 名 簿 （ 陸 ・ 海 軍 ）
陸軍工員船員名簿、身上申告書（陸・海軍）

6 ヵ 年 整 備 （ 13 ～ 18 年 度 ）
軍 人 功 績 調 査 票 （ 横 須 賀 ・ 佐 世 保 鎮 守 府 ）
復 員 業 務 従 事 者 名 簿 ・ ・ ・ 以 上 海 軍 関 係

ソ 連 抑 留 帰 還 者
資 料 整 備

抑留者登録カード
（平成２１年度～２２年度）

2ヵ年整備（16,17年度）
ソ 連 抑 留 中 死 亡 者 等
個 人 資 料 整 備

    5カ年整備（平成23年度～27年度）
※海軍入籍番号簿、軍人本籍地名簿、海軍軍人叙位叙勲履
歴票、海軍士官名簿、海軍功績調査票（各鎮）、海軍航空勤
務・不健康業務日誌、軍属船員名票、陸軍内地還送患者名
簿、陸軍工金カード、陸軍病院入院患者名簿（カード）、復員
人名票、船員死亡者カード、他。

２ｶ年整備計画（２０～２１年度）
北朝鮮死亡者関係の資料（陸軍） 遺骨帰還・慰霊巡拝報告書（２５年度～）

2カ年整備計画（２１～２２年度）
軍人軍属功績調査票（海軍）
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